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［売買①］引渡された改装済み建物に売買価格を上回る補修費用を要する瑕疵があった
［売買②］売主の媒介業者代表者個人への預け金と宅建業法 64 条の 8をめぐるトラブル

土地も検査が必要な時代です＝契約後も安心！埋設物見舞金制度保証
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「ふらっとカーシェア」を使う男性。「同じマンションの

人しか乗らないので安心です」＝本人提供。画像は一部修

整しています
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取引（売買）紛争の事例と解決　　　　　　　　　（大阪地判：Ｒ5.5.25）

　平成 27 年 10 月、Y（被告・宅建業者）は、a 市内に所在
する平成 14 年築の鉄骨造 3 階建ての土地付中古戸建住宅

（本物件）を裁判所の競売により1450万円で取得した。その
競売時の現地調査報告書や評価書には、クロスに変色・カ
ビ汚れがあること等の記載はあったが、雨漏りの存在の記
載はなかった。
　その直後にYは、施工業者Aに本物件のクロス張替等の
内装工事を発注するとともに、雨漏りの有無の確認を依頼
したが、A から雨漏りがあるとの報告は受けなかった。
　同年 12 月、家族と居住するために自宅用戸建住宅の取
得を考えていた X（原告・個人）は、宅建業者 B から本物
件の紹介を受け、その後数回内覧をする等して検討を進め
た。平成 28 年 1 月、B の媒介により X と Y の間で、売買
金額を 1900 万円（土地：977 万円余、建物：854 万円余、消
費税：68万円余）とする本物件の売買契約（本契約）が締結さ 
れ、翌月に決済がなされ、本物件が X に引渡された。
　同年 6 月頃、本物件で雨漏りがあり、X は B を通して Y
に連絡したものの、Y からの返答はなかった。
　同年 12 月、X は改めて Y に雨漏りがある旨の連絡をし
たところ、Y は本物件の屋上防水と濡損したクロス張替の
工事を行った。
　平成 30 年 4 月頃、前回とは別の箇所で雨漏りが発生し、
令和元年 8 月の台風襲来時には外壁化粧柱梁が崩落した。
その直後に X は、一級建築士に本物件の調査を依頼し、①
外壁と化粧柱梁の取合いに腐食と白蟻の食害、②外壁塗装
の劣化による剥離・穴あき等、③室内各所の雨漏り跡・発
かび等、④鋼梁の発錆・欠損、等の不具合箇所が指摘され
た。さらに、令和元年 10 月にも雨漏りが発生した。
　令和 2 年 1 月に X は Y に対して、Y の瑕疵担保責任に
基づき本契約を解除したとして、売買代金の返還を求めた
ものの、Y はこれに応じなかったことから、同年 6 月に X
とその家族は本物件から退去して賃貸住宅に転居し、その
後 X は、売買代金・本契約締結に要した費用・転居先の賃
借に要した費用等計3040万円余の支払いを Y に求めて本
訴訟を提起した。
　令和 3 年 4 月、本訴訟が民事調停に付され、調停委員に
よる現地調査も経て、令和 4 年 2 月に調停委員会は本物件
の補修費用を少なくとも 1014 万円余とする意見を示した
が、同年 3 月に調停は不成立となった。

　裁判所は、次のとおり判示し、X による契約解除と売
買代金等の返還請求を認容した。

（引渡し時点で瑕疵があったか否か）
　Y は、X の主張する瑕疵については、引渡し後に発生し
た地震や台風により生じたものであると主張する。
　しかしながら、外壁と化粧柱梁の取合い部分には設計・
施工上の問題があり、腐食と白蟻の食害の程度と、鋼梁の
発錆の程度からすれば、引渡しの相当以前から雨水が侵入
していたことが推認できる。したがって、本物件には引渡
し時点で隠れた瑕疵があったと認められる。

（修補費用及び本契約の解除の可否）
　中立の立場である調停委員会の意見によれば、本物件の
補修には大規模なものが必要とされ、その費用は少なくと
も 1014 万円余を要するとされている。そして、この金額
は本契約における建物代金（税込 922 万円余）を超える金
額となることからすれば、その補修を行うことは経済的に
合理性を欠き、また現に X の居住にも支障が生じ、外壁化
粧柱梁の崩落という重大な事象も発生していることから、
XによるYの瑕疵担保責任に基づく契約解除は有効である。
　なお X は、Y やその代表者らに対して、不法行為責任に
基づく賠償も求めるが、Y らが雨漏り等の存在を認識しつ
つ、その告知をしなかったとは認められず、係る主張は認
められない。

（X の損害額について）
　前記の通り、本契約はYの瑕疵担保責任に基づき解除さ
れたことから、Y は X から受領した売買代金相当額（1900
万円）の返還義務を負う。
　本契約締結にあたり、また締結後にXが負担した費用（ロ
ーン保証料・支払利息、媒介報酬、固都税等）についても本
契約が締結されていなければ支払う必要がなかったもので
あり、X の損害と認められる。
　外壁化粧柱梁の崩落により第三者に与えた損害をXが賠
償した費用、建築士に依頼した調査の費用、弁護士費用も
Xの損害と認められ、慰謝料も請求の一部（30万円）を認め
られるが、賃貸住宅の賃借・転居に要した費用については、
支払利息の賠償を受けられることにも鑑み、損害とは認め
られない。
　したがって、X の請求は 2578 万円余の支払いを求める
範囲で認容する。

� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要 判 決 の 要 旨

引渡された改装済み建物に建物売買価格を上回る補修費用を要する
瑕疵があったことにより買主の契約解除が認められた事例
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取引（売買）紛争の事例と解決　　　　　　　　　（東京地判：Ｒ4.7.19）

　X（原告・個人）は、平成 28 年 9 月頃に以前から知り合い
だったA社（宅建業者・株式会社）の代表取締役B（司法書士 
事務所の代表社員でもあった者）に自己の所有する土地 

（本件土地）の売却につき相談していたところ、B から売却
先が見つかった旨の連絡を受け、平成 28 年 12 月 13 日、
XとA社は、本件土地の売却についての専属専任媒介契約

（本件媒介契約）を締結した。
　X と C 社（買主）は、同日、A 社を媒介業者として、代金
を 3700 万円とする上地売買契約（本件売買契約）を締結し
た。なお、本件売買契約には第三者のためにする特約が付
されていた。
　また同日付で、A社代表取締役B名義の記名押印がされ
た、本件土地売買代金の手付金 100 万円を預かった旨の預
り証（本件預り証 1、預かり期間は「本件仲介手数料お支払
い時まで」と記載）が作成され、X に交付された。
　本件土地については、平成 29 年 2 月 17 日に、同日売買
を原因とする X から D 社への所有権移転登記がされた。
　また同日付で、司法書士B名義の記名押印がされた本件
土地売買代金等3476万余円を預かった旨の預り証（本件預
り証 2、預かり期間は「X 様と協議の上、返還時期を決定
します。」と記載）が作成され、X に交付された。
　その後、B から X に対して、平成 29 年 8 月 28 日に 440
万円が、同年 9 月 11 日に 100 万円が送金されたが、以降
の送金がなかった。
　そこで、X は、平成 30 年 2 月 21 日に宅地建物取引業保
証協会（被告Y）に対し、宅建業法64条の8第2項に基づき、
A 社との取引により生じた債権 3036 万余円につき認証の
申出（本件申出）をした。
　これに対して Y は、同年 12 月 11 日に、本件申出に係る
債権のうち手付金 100 万円について認証したが、その余の
債権については認証しなかった。
　X は、平成 30 年 2 月 21 日付け宅建業法 64 条の 8 第 2
項に基づく認証の申出に係る債権について、債権額 900 万
円の認証を求める本件訴訟を提起した。

　裁判所は、次のとおり判示し、X の請求を棄却した。
　（A 社による債務不履行の存否について）
　本件預り証 2 に関わる処理の主体が誰であったかにつき
検討したうえで、X の主張する認証義務の成否につき検討
する。

　本件預り証 2 の発行主体としては、司法書士の肩書を付
した B 個人の記名押印がされており、取引経験に乏しい者
であっても明確に理解できる程度に、A 社の記名押印がさ
れた本件預り証 1 とは異なっている。各預り証の名義部分
の記載からすれば、特段の事情がない限り、本件預り証 1
は A 社を、本件預り証 2 は B 個人を主体として作成され
たものと認めるのが相当であり、このことは本件預り証 2
の印影がA社の業務上作成された書面に押印されたものと
同一であったとしても直ちに左右されるものではない。
　本件媒介契約に照らせば、物件引渡事務の補助の限度内
において、A 社が本件媒介契約上の債務の履行として本件
土地売買代金を預かること自体は想定されていたと考えら
れるが、物件引渡等が完了するまでの短期間のものであっ
たと考えられる。本件預り証 2 における預かり期間は、明
確な期限が定められていた本件預り証 1 とは異なり、返還
時期を協議に委ねる不確定な定め方がされているところ、
決済を完了する内容の書面が作成され、登記名義の移転が
完了した後も確定的な期限を定めることもなく多額の金銭
を預かるというようなことが本件補助業務に含まれるもの
として想定されていたとは考え難い。
　X は、まとまった金銭が自身の口座に入金された場合に
同居の長男から金銭の無心をされることを恐れて、これを
回避する目的で個人的に信頼していたBに預かりを依頼し
た旨を供述する。
　以上からすれば、本件預り証 2 に係る金銭の預かりは、
本件補助業務の一環としてA社が行ったものではなく、本
件売買契約の決済とは無関係なXの個人的事情に関わる目
的のために、B個人が行ったものと認めるのが相当である。
したがって上記預かりに係る金銭の取扱いにつきXのBに
対する債権が発生するとしても、これが宅建業法64条の 8
第 1 項所定の「取引により生じた債権」に該当すると認め
ることはできない。
　（A社代表者としてのBによる不法行為の存否について）
　上記の認定を前提とすれば、本件預り証 2 に係る預かり
金の処理に関する B の行為が A 社の職務について行われ
たものと認めることはできない。したがって、X に損害が
生じたとしてもA社が会社法350条に基づく損害賠償義務
を負うことはないから、X が宅建業法 64 条の 8 第 1 項所
定の「取引により生じた債権」を有していると認めること
はできない。

� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

判 決 の 要 旨

売主の媒介業者代表者個人への預け金が、宅建業法64条の₈の
取引により生じた債権に該当しないとされた事例
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お 知 ら せ

2024年₆月18日〜₉月10日の新入会者・退会者　第₅回理事会（2024年₉月17日）で承認

●新入会者

商号又は名称 代表者 専任取引士 〒 事務所住所 ＴＥＬ 会員区分 免許番号 支部

エイアンドエヌ合同会社 前田　東裕 前田　浩二 414-0033 伊東市馬場町1-11-15 0557-55-9805 正会員 静岡県知事
（1）014853 東 部

伊いな不動産㈱ 山崎　　肇 山崎　　肇 410-2511 伊豆市宮上99-1 0558-79-3117 正会員 静岡県知事
（1）014865 東 部

㈲ベストワーク 稲村ルミ子 稲村　良弥 410-2411 伊豆市熊坂305 0558-72-1013 正会員 静岡県知事
（1）014864 東 部

㈲マルトモサービス 露木　友和 齋藤　信弘 411-0022 三島市川原ケ谷610-1 055-973-0750 正会員 静岡県知事
（1）014861 東 部

大藤総合開発㈱ 町田　直繁 遠藤　準一 410-0022 沼津市大岡1705-4 055-928-6570 正会員 静岡県知事
（1）014847 東 部

㈱ＣＲＡＮＥ 飯塚　敏夫 中野　英徳 410-0059 沼津市若葉町22-8 055-929-2088 正会員 静岡県知事
（1）014858 東 部

㈱エントリジャパン 筒井　幹雄 筒井　幹雄 416-0906 富士市本市場211-4 0545-67-5330 正会員 静岡県知事
（1）014883 東 部

ＰＯＴＷＥＬＬ㈱ 井鍋　宏紀 井鍋　宏紀 416-0924 富士市水戸島本町7-34
コーポラス石川102号 0545-38-9710 正会員 静岡県知事

（1）014876 東 部

タマホーム㈱　清水店 谷米　信哉 内田　　亮 424-0806 静岡市清水区辻1-10-20 054-371-6300 準会員 国土交通大臣
（5）006857 中 部

㈱静岡令和不動産 深澤　利拡 深澤　利拡 422-8044 静岡市駿河区西脇916-3
リンクスクエア西脇101号 054-293-5666 正会員 静岡県知事

（1）014850 中 部

シダ住建㈱ 志田　政彦 増岡麻由美 422-8044 静岡市駿河区西脇37-1 054-282-6681 正会員 静岡県知事
（1）014868 中 部

合同会社ＴＦ 古屋　周治 古屋　周治 420-0846 静岡市葵区城東町42-16 054-659-6121 正会員 静岡県知事
（1）014849 中 部

㈱ヒノキヤグループ　まい
すまいカンパニー静岡南営 村田　幸久 村田　幸久 422-8041 静岡市駿河区中田2-3-6 050-1702-1936 準会員 国土交通大臣

（1）010420 中 部

㈱ライフランド 岡村　孝亮 岡村　未来 420-0831 静岡市葵区水落町15-16-1 054-663-2400 正会員 静岡県知事
（1）014851 中 部

タマホーム㈱　藤枝住宅公園店 山口裕太郎 河畑　宣章 426-0046 藤枝市高洲1-5-29 054-634-0711 準会員 国土交通大臣
（5）006857 中 部

中央不動産㈱　焼津・藤枝店 山本　健太 山本　健太 425-0072 焼津市大住327-3 054-629-0021 準会員 国土交通大臣
（1）010621 中 部

長谷川建設㈱ 長谷川貴生 村田　龍亮 421-0304 榛原郡吉田町神戸652-1 0548-32-1422 正会員 静岡県知事
（1）014873 中 部

㈲マルジン総建 五加　　仁 五加　　仁 426-0015 藤枝市五十海4-13-5 054-646-2357 正会員 静岡県知事
（1）014862 中 部

㈱Ｒｏｍａｎｓ 鈴木健一郎 荒木久仁子 421-0218 焼津市下江留2204 054-622-1106 正会員 静岡県知事
（1）014863 中 部

㈱ドゥプランニング 落合　通雄 落合　章吾 439-0031 菊川市加茂5522 0537-29-5945 正会員 静岡県知事
（1）014870 西 部

㈱ＩＭＡＥＤＡ　不動産事業部 松井　洋介 松井　洋介 430-0928 浜松市中央区板屋町536 053-450-5678 準会員 静岡県知事
（3）013370 西 部

㈱大得 大塚　美秀 野口由希乃 430-0834 浜松市中央区松島町188 053-488-5566 正会員 静岡県知事
（1）014866 西 部

浜名土地開発㈱ 岩㟢　亘孝 岩㟢　亘孝 434-0017 浜松市浜名区豊保283-9 053-588-0566 正会員 静岡県知事
（1）014879 西 部

㈱みらいえ不動産 筑地　正記 江島　克弥 435-0016 浜松市中央区和田町75-2
ビジネスパーク和田5号 053-582-8813 正会員 静岡県知事

（1）014874 西 部

Ｕ2ＪＡＰＡＮ㈱　浜松店 種石　由紀 種石　由紀 433-8114 浜松市中央区葵東2-13-24 053-401-0875 準会員 国土交通大臣
（1）010179 西 部
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●退 会 者

支部 退　会　者 支部 退　会　者 支部 退　会　者 支部 退　会　者

東 部

ハッピーロード

東 部

㈱パパまるハウス　富士支店
中 部

北川不動産

西 部

ＪＥ　ＴＲＵＳＴ㈱

ACAO REAL ESTATE㈱ マイホームフジ 大成地所 ㈱ｓｔｙｌｅ　ｃａｓａ

㈲永代不動産 三浦土地建物コンサルタント

西 部

カネトヨ㈱ テイオーホーム㈱

㈱ホテルサンバレー

中 部

㈱ハウスドゥ・ジャパン　東静岡店 ㈲共栄興商 マルアイ不動産

明電興産㈱　沼津支社 ㈱ユニバーサルホーム　静岡南店 グリーンプランニング古川

㈲北 ㈱リアルエステート　静岡店 泰平不動産

㈱東静工業 飛鳥建設㈱ タカス

以上、新入会者25名、退会者25名、2024年₉月10日現在の会員数は、2,625名

月　日 場　所 会　　議・事 業 等 内　容　等
９月３日 本　部 第３回 総務財政委員会

〃　 静　岡 テロ対策ネットワーク静岡 総会
５日 本　部 第２回 県指定講習会 （受講者38名）
６日 本　部 第６回 会務運営協議会
７日 牧之原市 空き家ワンストップ相談会
９日 本　部 月例法律相談 （来館相談４件）
〃　 本　部 第３回 情報提供委員会
〃　 〃 第１回 中間監査
11日 浜　松 西部支部会館の借地相続人との打合せ
12日 本　部 第３回 地域活性化委員会
13日 本　部 第２回 不動産コンサルティング協議会 理事会
17日 本　部 第５回 理事会
20日 名古屋 東海不動産公取協 調査指導研修会
〃　 静岡･浜松 科学技術高校、クラウンパレス 訪問 （取引士試験の打合せ）
24日 本　部 第７回 会務運営協議会 （支部機能移転関係）
〃　 〃 月例法律相談 （来館相談５件）
25日 静　岡 取引士法定講習会 （受講者69名）
〃　 〃 グランシップ訪問 （取引士試験の打合せ）
26日 浜　松 試験運営説明会（アクトシティ会場）
27日 沼　津 試験運営説明会（キラメッセ会場、プラサヴェルデ会場）
〃　 浜　松 試験運営説明会（クラウンパレス会場）
28日 静　岡 試験運営説明会（科学技術高校会場）
〃　 本部･島田 空き家ワンストップ相談会
30日 本　部 愛知県宅建協会 来館 （支部機能移転の件）

平日毎日 本　部 定例相談（受付総数） （来館相談13件、電話相談260件）
Webシステムによる取引士法定講習（９月分） （受講者46名）

2024年₉月　本部活動概要

提携金融機関 項目＼取扱支部等 東部支部 中部支部 西部支部 サポートセンター 計

県 労 働 金 庫 融資実行 件数 48 47 41 ― 136件
金額 37億3,332万円（土地₁、新築戸建101、中古戸建26、中古マンション₈）

しずおか焼津 
信 用 金 庫 融資実行 件数 0 4 0 ― 4件

金額 1億2,130万円（新築戸建₃、その他₁）

全宅住宅ローン 融資実行 件数 0 0 0 0 0件
金額

2024年₈月　宅建ローン等の実績　（8/1〜8/31）
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